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 浦和東警察署では、登下校の子どもたちが犯罪被害や 

交通事故に遭わないように引続きパトロールを強化し、

見守り活動を実施しています。 

 地域の皆様も子どもの見守り活動に対し、ご理解とご

協力をお願いします。 

 

横断歩道は歩行者優先です 
  道路交通法第３８条 

  【歩行者優先義務】 
 の正しい理解と遵守 
   ～歩行者は～ 
 ドライバーに対して 
 横断する意思を明確 
 に伝えましょう。 
  

 
※防犯対策※ 

○ 車載のセキュリティーのほか物理的な防犯対策 

 が有効です 

○ 駐車場にはセンサーライトや防犯カメラの設置 

○ ハンドルロック・タイヤロックの活用 

○ 車の左側面を壁際にして人が入り込めないよう 

  にする 

          

 最近、浦和東警察署管内においても、警察官を語り「あなたの口座が犯罪に使わ

れています」「確認のため口座番号と暗証番号を」等と申し向け、金をだまし取る

詐欺被害が多くなっています。 

 「折り返し警察署に電話します。〇〇警察ですね。」と電話を切り、落ち着いて

行動しましょう。 

 被害に遭わないように留守番電話の設定をし、疑問が生じた時は直ちに電話を切

り警察に相談するようにお願いします。 

 携帯電話、スマートフォンには警察庁推奨アプリの登録がお勧めです。 

 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐

 行 

４ 安全ルールを守る 

 〇 飲酒運転･二人乗り･並進の禁止 

 〇 夜間はライトを点灯 

 〇 信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもはヘルメットを着用 


